
 

松阪市産業支援センターからのお知らせ (令和 7 年 12 月 9 日)  

 

松阪市産業支援センターです。 

毎年 2 月下旬頃から国から様々な補助金募集が始まるのを受け、松阪市では中小企業の成長を支える様々な

補助金制度を網羅的に解説し、補助金の基本知識や申請時に必要な G ビズ ID の取得方法、不正防止のポイン

トなど初心者にもわかりやすい補助金活用セミナーを開催します。 

また「松阪地域製造業者交流セミナー」や「高年齢者雇用セミナー」等、事業発展のヒントがたくさん詰まっている

セミナーも開催されますので、皆様さんのご参加をお待ちいたしております。 

松阪市産業支援センターでは、引き続き、松阪市をはじめ、国・県、関係機関等のホームページに掲載されていま

す新しい情報をお送りさせていただきますので、ご参考にしていただければ幸いです。 

今後とも、松阪市産業支援センターをよろしくお願いいたします。 

 

----------------------------------------------------------------------- 

1.ビジネスセミナー(補助金活用編＆個別相談会) 

 https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/business-seminar2026-03-

04.html 

2.令和 7 年度 松阪地域製造業者交流セミナーを開催します  

  https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/kigyoyuti/r7-koryu.html 

3.「高年齢者雇用セミナー」および「個別相談会」を開催します 

 https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/business-seminar2026-01-

15.html 

4.様々な無料相談窓口を開設しています 

 https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/soudan-madoguchi.html 

----------------------------------------------------------------------- 

 

1.ビジネスセミナー(補助金活用編＆個別相談会) 

  補助金を活用しよう ～省力化・新事業・IT・事業承継まで徹底解説～ 

 

2026 年 2 月下旬頃から国の様々な補助金募集が始まります。 

本セミナーでは、「省力化投資補助金」「ものづくり補助金」「IT 導入補助金」「事業承継/M&A 補助金」など、中

小企業の成長を支える制度を網羅的に解説し、補助金の基本知識や申請時に必要な G ビズ ID の取得方法、不

正防止のポイントなど初心者にも優しく解説します。 

セミナー終了後には個別相談会を実施し、最適な補助金の方向性もアドバイスし、2026 年の事業戦略に補助金

を活用したい事業者の方は、ぜひお役立てください。   

 

・開催日時： 

  令和 8 年 3 月 4 日 (水曜日) 

  13 時 30 分～16 時 00 分 



・開催場所： 

  カリヨンプラザ 1 階  展示・セミナー室 (松阪市日野町 788 番地) 

・内容： 

  セミナー 13 時 30 分～15 時 00 分 

    (1) 2026 年補助金の全体像 

    (2) 補助金の基本知識と正しい活用方法 

    (3) 主要補助金のポイントを一気に理解 

   個別相談会 15 時 10 分～16 時 00 分 (要予約) 

    ※ 申込み多数の場合は申し込み順で最大 6 事業者までで、1 事業者 25 分以内とします 

・講師： 

  一般社団法人三重県中小企業診断士協会 

  中小企業診断士  林 早苗 氏 

・参加対象者： 

  松阪市内及び周辺の事業者の方 等 

・参加費：   

  無料 

・定員： 

  20 名 (先着順となります) 

・締切日： 

  令和 8 年 2 月 27 日 (金曜日) または、定員に達した場合 

・主催： 

  松阪市 

 

申込及び詳細等につきましては下記 URL をご覧ください 

 https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/business-seminar2026-03-

04.html 

受講申込みは下記 URL からどうぞ 

 https://logoform.jp/form/TY2e/1331617 

 

 

2.令和 7 年度 松阪地域製造業者交流セミナーを開催します  

 

地域の事業者の情報交換と交流を目的に、三重県と松阪地域の市町(松阪市、多気町、明和町、大台町、大紀

町)、商工団体、金融機関、大学等が連携して、「松阪地域製造業者交流セミナー」を下記の通り開催します。 

今年度は、株式会社ミツイバウ・マテリアル 代表取締役社長 三井 陽介様を講師にお迎えし、ご講演をいただき

ます。 

また、講演後には、企業交流会(茶話会)を予定しております。 

事業発展のヒントがたくさん詰まっておりますので、皆さんのご参加をお待ちしています。 

 



・開催日時： 

   令和 8 年 2 月 13 日 (金曜日) 

   15 時 00 分～17 時 00 分 (開場 14 時 30 分) 

・場 所： 

   フレックスホテル (松阪市中央町 36-18) 

・対象者 

   地域の事業者 (製造業者以外の方でも参加可能です) 

    ※松阪地域以外からご出席を希望される場合はお問い合わせください 

・参加費： 

   無料 

・申込方法： 

   下記の申し込みフォームにてお申し込みください。 

    https://logoform.jp/form/TY2e/1312382 

     ※ 締切日 令和 8 年 1 月 30 日 (金曜日)  

     ※ 定員(100 名)に達し次第、お申し込みを締め切ります。 

・内 容： 

   社員の幸福を軸に描く経営戦略 ～地域から世界へ～ 

・講 師： 

   株式会社ミツイバウ・マテリアル 代表取締役社長 三井 陽介 氏 

・問合せ先： 

   三重県地域経済牽引事業促進協議会松阪地域部会 事務局 

   (松阪市企業誘致連携課 担当：河合 TEL：0598-53-4366) 

 

詳細等につきましては、下記 URL をご覧ください。 

  https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/kigyoyuti/r7-koryu.html 

 

 

3.「高年齢者雇用セミナー」および「個別相談会」を開催します 

 

 三重県地域活性化雇用創造プロジェクトでは、高年齢者雇用促進事業として、県内企業を対象に、高年齢者が

働きやすい環境づくりや事例を紹介するセミナーを行います。また、セミナー参加企業に対して、個別相談会を実

施し、高年齢者雇用に関する課題解決を支援します。 

 

・開催日時： 

  令和 8 年 1 月 15 日 (木曜日) 

  13 時 30 分～16 時 00 分 

・開催場所： 

  カリヨンプラザ 1 階  展示・セミナー室 (松阪市日野町 788 番地) 

・高年齢者雇用促進セミナー： 



  「戦略的な高年齢者の雇用への取組み」について分かり易く解説します。 

  講師：笠原労務管理事務所 社会保険労務士 笠原いづみ氏 

  事例紹介：公益財団法人産業雇用安定センター三重事務所 

  開催方法：オンライン開催(Zoom ウェビナー)及び会場でのハイブリット開催 

・個別相談会： 

  高年齢者雇用に関する課題や悩みについての相談をお受けし、助言します。 

  相談員： 笠原労務管理事務所 社会保険労務士 笠原いづみ氏 

       公益財団法人産業雇用安定セミナー三重事務所 

  上記セミナー終了後オンライン開催(Zoom)及び会場 

  相談時間：1 社あたり 30 分、各回 2 社以内(15:00～16:00 の間で別途調整) 

・対象者： 

  県内の小規模事業者・中小企業の人事担当 

・参加費・相談料： 

  無料 

・定員： 

  20 名 (先着順となります) 

・締切日： 

  令和 8 年 2 月 27 日 (金曜日) または、定員に達した場合 

・主催: 

  公益財団法人三重県産業支援センター、三重県 

・共催： 

  松阪市 

 

申込及び詳細等につきましては下記 URL をご覧ください 

 https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/business-seminar2026-01-

15.html 

 

 

4.様々な無料相談窓口を開設しています 

 

松阪市産業支援センターでは、事業を運営して行くにあたり直面する様々な課題を解決するため、「事業承継」

「税務」「販路開拓」「法律」「労働」の各相談窓口を行っています。 

事業者の皆さんのご活用をお待ちしています。 

・開催日： 

  事業承継相談  毎月第 1 水曜日 

  税務相談    毎月第 1 木曜日 

  販路開拓相談  毎月第 3 水曜日 

  法律相談    毎月第 3 木曜日 

  労働相談    毎月第 4 水曜日 



   ※開催日が祝日の場合、窓口はお休みさせていただきます。 

・相談開始時刻： 

  13 時 30 分からと 15 時 00 分からの 2 回 

・相談時間： 

  90 分以内 

・予約方法： 

  窓口開催日の 1 週間前までにご予約ください 

・費用： 

  無料 

・対象者： 

  松阪市内に主たる事務所または事業所を有する方 

・窓口会場： 

  カリヨンプラザ 1 階 支援センター相談室 (松阪市日野町 788) 

・問い合せ先： 

  松阪市産業文化部 商工政策課  松阪市産業支援センター 

  TEL：0598-25-6520 

 

詳細及び予約につきましては、下記 URL をご覧ください 

 https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/soudan-madoguchi.html 

相談申込みは下記 URL からどうぞ 

 https://logoform.jp/form/TY2e/248761 

 

 

 

メールが不必要な方は下記にご連絡をいただきますようお願いいたします 

 

発信元 

*********************************************** 

   松阪市産業文化部 商工政策課 

   松阪市産業支援センター 

   515-0084 

    松阪市日野町 788 カリヨンプラザ１階 

    TEL 0598-25-6520 FAX 0598-25-6521 

    E-mail san.shien@city.matsusaka.mie.jp 

*********************************************** 

 

 


